
平成２６年４月１日より消費税（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分についてはその使途を

明確化し、社会保障に必要な経費に充てるものとされています。

平成２７年度北広島町に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途については、次のようになっています。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 163,094千円

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費 1,798,537千円

（単位：千円）

特定財源
区分

平成27年度
決算額

うち社会保障財源
化分対象経費

国（県）支出金 地方債 その他

一般財源 うち地方消費税交
付金（社会保障財
源化分）

社会福祉 1,854,113 1,751,285 1,029,790 0 95,467 626,028 29,300

（障害者福祉） 528,433 525,434 363,080 0 0 162,354 13,400
（児童福祉） 947,428 942,915 556,356 0 79,573 306,986 15,900
（高齢者福祉） 206,430 111,114 1,038 0 15,894 94,182
（生活保護） 171,822 171,822 109,316 0 0 62,506

社会保険 971,012 971,012 142,724 0 5,646 822,642 26,305

（国民健康保険） 178,914 178,914 75,320 0 0 103,594
（後期高齢） 415,791 415,791 66,708 0 5,646 343,437
（介護保険） 375,611 375,611 0 0 0 375,611 26,305
（年金） 696 696 696 0 0 0

保健衛生 539,935 515,014 3,464 0 35,791 475,759 107,489

(健康増進） 46,915 21,994 1,242 0 10,420 10,332
(医療施策） 377,018 377,018 1,351 0 3,000 372,667 94,489
(予防対策） 116,002 116,002 871 0 22,371 92,760 13,000

合計 3,365,060 3,237,311 1,175,978 0 136,904 1,924,429 163,094

財源内訳社会保障施策に要する経費

地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障施策に要する経費について


